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は じ め に

　筆者は，2010年前後からセックスワーカーの健康と安
全 の た め に 活 動 す る「SWASH（Sex Work And Sexual 
Health）」および，大阪地域を中心にMSMの健康増進のた
めに活動する「MASH（Men And Sexual Health）大阪」の
成員として，コミュニティベースの HIV/AIDS予防啓発に
携わってきた。両団体の活動に参加したのは，性風俗産業
従事歴があったことや，法的および性交相手の性別が男性
のため統計上MSMに位置づけられると知ったことで，自
身に深く関わる取り組みとして関心を持ったからだった。
だが，当時のエイズ対策においてトランスジェンダー（出
生時に割り当てられた性別に沿って生きない者）の存在は
ほとんど想定されておらず，両団体の活動において当該集
団のための調査や啓発をどのように進めていけるのかが大
きな壁として立ちはだかっていた。
　それから 10年以上経過した現在，トランスジェンダー
を対象とする HIV/AIDS予防啓発のための取り組みはまだ
不十分だが，このたび，これまでの取り組みを評価してい
ただき「第 24回日本エイズ学会 ECC山口メモリアルエイ
ズ研究奨励賞」という栄誉を授かった。本稿では，筆者が
携わってきたトランスジェンダー，セックスワーカー，
MSMを対象とする HIV/AIDS予防啓発の取り組みについ
て概説する。

背　　　景

　2014年にメルボルンで開催された第 20回国際エイズ会
議は，トランスジェンダーを対象とする HIV/AIDS予防啓
発にとって大きな転換点となった。同会議の目玉の 1つと

して発表された新たなエイズ対策のガイドラインにおい
て，初めてトランスジェンダーの人びとがキーポピュレー
ション（対策の鍵となる人口層）に含まれたからである1）。
当該集団の HIV感染症に対する脆弱性は，それまでの調
査研究において一般成人よりも有意に高いことが指摘され
ていた2）。その背景要因としてあげられるのが，以下（図
1）で示したスティグマを伴う危険な状況・行動や健康福
祉の欠如などである。トランスジェンダーに対するスティ
グマは，差別や暴力などのかたちで現れ，それは社会・経
済・法律といったさまざまな領域から当事者たちを周縁化
する。また，そうした中で教育や就業の機会に恵まれず貧
困状態に陥ったり，性別越境を伴い生活するための唯一の
手段としてセックスワークに従事したり，活発な性行動を
とる一方でセクシュアルヘルスに関する知識・情報が十分
届かず性感染症に対して脆弱な状況に置かれたりする者が
出てくる。さらに，そこでは貧困やセックスワーク，HIV
感染症へのスティグマを伴う問題も重くのしかかり，その
結果ヘルスケアサービスへのアクセスが困難なままより
いっそう病気や死へと滑り落ちやすい状況へと追いやられ
てしまう。
　以下では，このようにトランスジェンダーの人々が直面
しやすい問題の解消に向けて，筆者がこれまで携わってき
た HIV/AIDS予防啓発の取り組みを概説する。その上で，
当該集団のセクシュアルヘルス増進に向けた今後の課題に
ついて検討する。

方　　　法

　本稿では，筆者自身の経験およびエイズ対策に係る文献
をもとに，大阪地域を中心とするトランスジェンダーのた
めの取り組みがどのように進められてきたのかを明らかに
していく。文献調査の対象となるのは，これまで筆者が携
わった SWASHとMASH大阪，さらにセックスワーカー

著者連絡先：宮田りりぃ（〒5300027　大阪市北区堂山町 112 
堂山よしビル　 MASH大阪）

2024年 5月 7日受付

Ⓒ2024 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research

126 （ 22 ）



やMSMに係る厚生労働省による研究班の活動および成果
について記した資料である。なお，本稿で参照した同団体
の成員が携わった冊子・書籍一覧および，研究班による報
告一覧はそれぞれ上記（表 1，2）のとおりである。

セックスワーカーに焦点化した取り組み

　セックスワークという言葉には，性的サービスの提供を
労働として捉え，さらに労働者としての権利を獲得するこ
とによってより健康・安全に働ける状況を作っていこうと
いう思想が反映されており，世界中の当事者運動で使用さ

れている4）。その背景にあるのが，セックスワークの犯罪
化や規制強化によって引き起こされる，当事者たちの健康
や安全へのネガティブな影響である。たとえば，日本では
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に
よって店舗型性風俗店注 1）の新規開業が禁止されているた
め，以下（図 2）のとおり店舗型ファッションヘルス等の
届出数はほぼ横ばいとなっている。その一方で，派遣型
ファッションヘルス等の届出数はそれよりもはるかに多

図 1　The stigma-Sickness slope3）

表 1　本稿で参照した SWASHまたはMASH大阪の成員が携わった冊子・書籍一覧

年 冊子・書籍

2011 SWASH編：『2011年度版はたらきかたマニュアル」，SWASH

2020 後藤大輔，宮田りりぃ，伴仲昭彦，町登志雄，塩野徳史：「さまざまなニーズに応える場所―敷居が低いコミュ
ニティセンターの活用」, 『LGBTのひろば ―ゲイの出会い編』．日本評論社，pp 88-94.

表 2　本稿で参照したセックスワーカーまたはMSMに係る研究班による報告一覧

年 研究班 報告タイトル

2011 個別施策層（とくに性風俗に係る人々・移住労働者）の
HIV感染予防対策とその介入効果の評価に関する研究
（研究代表者：東優子）

トランスジェンダー SWの性行動・意識に関す
る調査

2023 HIV受検勧奨のための性産業従事者や事業者等に対する
効果的な介入に向けた研究（研究代表者：今村顕史）

トランスジェンダー SWに対する効果的な介入
方法

2023 性産業従事者・事業者等に対する HIVおよび梅毒等の
受検勧奨を含む総合的な介入方法の確立に向けた研究
（研究代表者：塩野徳史）

トランスジェンダーの予防行動や医療アクセス
に関する研究

注 1）ソープランドやファッションヘルスなど，店舗内に性的サー
ビスを提供するためのスペースを備えた性風俗店のこと。
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く，2006年の同法改正に伴い，いったんは減少するもの
の，その後増加傾向にある。セックスワーカーが利用客の
いる自宅やホテルに出向いてサービスを提供する派遣型性
風俗店は，当事者たちにとって店舗型性風俗店よりも盗
聴・盗撮のリスクが高く，さらに望まない性行為を強要さ
れても店舗型性風俗のように近くにいる従業員に助けを求
めることが難しい。また，同法以外にも売春行為注 2）の提
供や勧誘を罰する売春防止法なども存在するが，こうした
犯罪化アプローチはセックスワークそのものに対する違法
行為という認識を広め，セックスワーカーが被害に直面し
ても逆に自分のほうが罰せられたり非難されたりすること
を恐れて警察や病院，支援機関などへのアクセスを困難に
してしまう。
　SWASHでは，こうした犯罪化や規制強化のもと脆弱な
状況に置かれやすいセックスワーカーのために，啓発コン
テンツの開発やイベントの開催，検査イベントの広報協力
といったさまざまな取り組みを実施してきた。その中で筆
者は，特にセックスワークをしているトランスジェンダー
に係る調査や啓発冊子の作成などに携わってきた。ただ
し，セックスワーカーは圧倒的にシスジェンダー（トラン
スジェンダーではない）女性が多いため，たとえばセック
スワーカーのための取り組みとして実施される検査イベン
トの案内や広報ではトランスジェンダーの利用を前提とし
ないまま女性向けであることが強調されるなど，トランス
ジェンダーには「あなた向けではない」というメッセージ
として伝わりむしろアクセスが困難になることもしばしば
となっている。加えて，一概にトランスジェンダーと言っ
ても，女装者向け商業施設利用層のように活発な性行動を
とる者は性風俗産業従事者ばかりではないこと5）も踏まえ
れば，セックスワーカーを対象とする HIV/AIDS予防啓発
の中でトランスジェンダー向けの知識・情報を発信するこ

とは重要だが，それだけで当該集団向けの取り組みを進め
るには限界がある。

MSMに焦点化した取り組み

　MSMは，Men who have Sex with Men（男性とセックス
する男性）を省略した言葉で，字義どおり男性の性行動に
焦点化した言葉である。それゆえ，性的指向（性愛の対象
となる性別）にかかわらず男性とセックスする男性を広く
捉えることができる。厚生労働省エイズ動向委員会が例年
発表している新規 HIV感染者および AIDS患者報告数で
は，感染経路の大半を男性間性的接触が占めており，日本
のエイズ対策においてMSMは最も重要な人口層とされて
いる。その主な要因としては，① 繊細で傷つきやすい粘
膜接触を伴う肛門性交をすること，② コンドームの使用
や検査，治療などMSMの HIV/AIDS予防のための知識・
情報を学べる機会が乏しいこと，③ 性的接触を伴う出会
いの場が限られることから，その密なネットワーク内でウ
イルスの感染拡大が起こりやすいことなどがあげられる。
2000年代前半以降，厚生労働省のもと全国 6カ所（仙台・
東京・名古屋・大阪・福岡・那覇）で HIV/AIDS予防啓発
の拠点となるMSMのためのコミュニティセンターが設
置・運営されているが，その背景には以上のような状況に
加えて，当該集団のための取り組みが各地のコミュニティ
ベースによる活動の中で発展してきたという歴史が存在す
る6）。
　MASH大阪は，前述のうち大阪市にあるコミュニティ
センター distaの運営に携わり，ゲイ向け商業施設へ HIV/
AIDS予防のための啓発資材を届けるアウトリーチをはじ
め，相談や検査，コミュニティペーパーの発行などさまざ
まな取り組みを実施してきた。その中で筆者は，トランス
ジェンダーに関するイベントの開催や執筆作業などに携
わってきた。ただし，MSMのためのエイズ対策における

図 2　店舗/派遣型ファッションヘルス等の届出数の推移
　　　　　　　　　　（※警察白書をもとに筆者作成）

注 2）ここでの売春行為とは，不特定の相手との対価の生じる膣
ペニス性交を指す。
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主な対象はゲイ向け商業施設・メディア利用層であるた
め，周縁的なかたちでしかそれらを実施できないという難
しさもあった。なお，トランスジェンダーについては，
MSM向けの取り組みに包摂できるという意見もあるが，
たとえば，筆者にように「法的性別および性交相手の性別
は男性だが，ジェンダー表現は女性」という場合，主な性
交相手がヘテロセクシュアル（異性愛者）の男性や女装者
愛好男性でありゲイ向け商業施設・メディアは利用しな
かったり，ゲイ・バイセクシュアル男性向けの広報資材で
は自分に向けられたメッセージだと思わないことから訴求
力を伴わなかったりすることが考えられる。また，「法的
性別は女性だが，性交相手の性別およびジェンダー表現は
男性」という場合，膣ペニス性交するなどの理由から
MSM向けの啓発資材ではセクシュアルヘルス増進のため
の知識・情報が不十分だったり，そもそも統計において
MSMとして位置づけられなかったりすることが考えられ
る。さらに，ノンバイナリーのように（女または男とい
う）二元的な性別観に沿って生きない者にとっては，いず
れか一方の性別カテゴリーに位置づけようとすることその
ものへの違和感や抵抗感があると考えられる。このよう
に，当事者たちの多様な実態を踏まえればMSMへの包摂
には無理があり，トランスジェンダー特有のニーズに沿っ
た取り組みが必要となる。

トランスジェンダーに焦点化した取り組み

　日本では 1990年代後半から 2010年代にかけて，トラン
スジェンダーにまつわる社会問題化は GID（性同一性障
害）にもとづいて展開されることが主流だった。その結
果，以下（図 3）のように 1998年には患者の苦しみを軽
減するための正当な医療行為として公的なガイドラインに
沿ったかたちでは初となる性転換（現・性別適合）手術が
実施された。さらに，2003年には当事者の QOL向上など
を掲げて法的性別となる戸籍上の続柄訂正のための特例法
が議員立法により可決・成立し，2008年にはその要件が
一部改正された。また，2010年代にはいじめや自殺への
関心の高まりとともに，性同一性障害に係る児童生徒への
対応として文部科学省による実態調査が実施されたり教員
向け周知資料が公表されるなどした。だが，これら一連の
社会問題化において，トランスジェンダーの性行動や当該
集団を対象とする HIV/AIDS予防啓発が注目を集めること
はなかった。
　このような状況のもと，筆者はセックスワークを通して
肛門性交を伴う活発な性行動をとっていた経験からセク
シュアルヘルスの問題に関心を持つ一方，エイズ対策にお
いて自身のような存在はほとんど想定されていないことに
危機感を覚え，セックスワーカーやMSMを対象とする

HIV/AIDS予防啓発の中でトランスジェンダー向けの取り
組みを進めてきた。なお，そこで追い風のように感じられ
たのが，トランスジェンダーという言葉が世間に浸透した
ことだった。その背景にあるのが，2010年代以降の
LGBTブームである。たとえば，2012年には大手広告代
理店電通による LGBT調査が実施されたり，ビジネス雑
誌『週刊ダイヤモンド』と『週刊東洋経済』で LGBT特
集が組まれたりした。また，2015年には渋谷区と世田谷
区において，同性カップルの関係性が公に認められるパー
トナーシップ制度が導入されるとともに，同様の動きは他
の自治体へもひろがっていった7）。そして，2018年には岩
波書店による国語辞典『広辞苑』（第 7版）に LGBTの項
目が追加されて注目を集めた。前述のとおり，日本ではそ
れまで性同一性障害という医学概念にもとづく社会問題化
が主流となったが，海外ではすでにトランスジェンダーと
いう非医学概念にもとづき HIV感染症を含めさまざまな
社会問題化が展開されていた。それゆえ，筆者は日本にお
ける当概念の浸透を受けて，従来の社会問題化を乗り越え
トランスジェンダーを対象とするエイズ対策への気運が高
まる可能性を感じたのである。実際，その後の動向として
トランスジェンダーが置かれたさまざまな現状について分
かりやすく解説し，発売後まもなく重版が繰り返されるな
ど世間の注目を集めた書籍『トランスジェンダー入門』8）

では，当該集団のセクシュアルヘルスについて以下のよう
に言及されている。

日本の厚生労働省のエイズ予防指針にはトランスジェ
ンダーへの言及がなく，HIVをはじめとした性感染
症の検査や相談のために病院やクリニック，保健所を
訪れることをためらうトランスの人は少なくありませ
ん。公衆衛生を向上させるには，性のあり方が多様で
あることを前提とした調査・研究そして具体的な施策
が必要であり，厚労省はそのための第一歩としてエイ
ズ予防指針にトランスジェンダーのための予防啓発の
必要性を明記すべきです。

　ここで指摘されているように，現在のエイズ予防指針に

図 3　 日本で主流となった性同一性障害にもとづく
社会問題化
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はトランスジェンダーに関する記載がいっさいない。その
ため，個別施策層として位置づけられている性風俗産業従
事者やMSMのためのエイズ対策の中で周縁的に取り組み
を進めるくらいしか手だてがない。今後は，何よりもまず
エイズ予防指針にトランスジェンダーについて明記し，そ
の上でセックスワーカーやMSMのための活動と連携しな
がらトランスジェンダーのセクシュアルヘルスに焦点化し
た調査研究や介入を進めることが求められる。すでに 10
年前からガイドラインにトランスジェンダーの人々を明記
して HIV/AIDS予防啓発を進めてきた海外に比べれば，当
該集団に焦点化した日本のエイズ対策はまだ本格的なス
タートラインにさえ立っていない。このような現状を一刻
も早く改善してトランスジェンダーのためのエイズ対策を
進めるには，国が積極的な取り組みへの姿勢を示す必要が
ある。

今後の課題

　ここからは，大阪地域においてMSMだけでなくセック
スワーカーやトランスジェンダーを対象とする HIV/AIDS
予防啓発にとっても重要な場所となってきたコミュニティ
センター distaの主要な機能を，① ネットワーク，② リ
ソース，③ ヘルスサービスという 3つの観点から確認し
た上で，今後の課題について検討する。
　第 1に，ネットワークについては，内 /外向きに大別し
て捉えることができる。前者は，オープンスペースとして
の開館（通常，木～日曜の 17～ 22時）やイベント・勉強
会の開催などを通した利用者と運営スタッフ，または利用
者/運営スタッフ同士のつながりを構築する機能であり，
後者は distaを運営するMASH大阪と行政職員，医療従事
者，研究者，さらにセックスワーカーや外国人，陽性者，
LGBTQ+，アディクションからの回復支援などに携わる
NGOとの連携を構築する機能である。第 2に，リソース
については，HIV/AIDS予防啓発のための資材開発や納品・
保管場所としての機能や，ボランティアを募ってそれらを
仕分けしたりゲイ向け商業施設へ配布したりするための拠
点としての機能，あるいはコミュニティや関連団体，セク
シュアルヘルス増進に関わるさまざまな情報を収集した
り，それらを利用者に紹介したりする機能があげられる。
第 3に，ヘルスサービスについては，通常開館時における
利用者から運営スタッフへの生活全般に関する相談機会
や，専門職者を招いたイベント開催時における利用者へ検
査・相談機会を提供する機能などがあげられる。
　このように，多様な機能を有するコミュニティセンター
の運営には，これまで筆者を含めセックスワーカーやトラ
ンスジェンダーのためのエイズ対策に取り組む者もスタッ
フとして携わってきた。それゆえ，主たる対象がゲイ向け

商業施設・メディアを利用するMSMだとしても，そこで
培われた前述の機能をセックスワーカーやトランスジェン
ダー向けの取り組みに活用できる機会もあった。現在日本
には，セックスワーカーやトランスジェンダーのためのエ
イズ対策の拠点となるコミュニティセンターは存在しな
い。とりわけ近年では，性風俗産業における梅毒感染の拡
大や，トランスジェンダーのセクシュアルヘルスに関する
問題がよりっそう注目を集めている。こうした中，これら
の人口層を対象とするエイズ対策を進めるために，既存の
コミュニティセンターが有する機能をよりいっそう活用し
ていくことが期待される。ただし，たとえば distaの場合，
現在運営にあたる専従スタッフは 1名しかおらず，さらに
そのスタッフでさえ単年度雇用という不安定な労働条件の
もとで働いている。前述した多くの機能を有する場所を運
営するためには，コミュニティやセクシュアルヘルスに関
する幅広い知識・情報を備えた，コミュニティヘルスワー
カーとしての運営スタッフの存在が不可欠となる。だが，
現在のような不安定な労働条件のもとでは，そのような専
門性を備えた運営スタッフの育成や継続は難しく，また経
験や人脈の豊富なベテラン運営スタッフが十分な引継ぎも
できないまま辞めてしまうことも珍しくない。今後，コ
ミュティセンターの機能をさらに活用していくのであれば
なおさら，コミュニティヘルスワーカーの専門性と重要性
を改めて評価した上で，育成や継続を踏まえた運営スタッ
フの増員および労働条件の改善が急務である。
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